
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

二

一

一

号

国
の
重
要
文
化
財
を
所
有
す
る
宗
教
法
人
の
破
産
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

木

村

太

郎

211



国
の
重
要
文
化
財
を
所
有
す
る
宗
教
法
人
の
破
産
に
関
す
る
質
問
主
意
書

去
る
四
月
六
日
、
青
森
県
弘
前
市
に
所
在
す
る
宗
教
法
人
東
照
宮
が
、
破
産
手
続
き
の
申
し
立
て
を
行
い
、
青
森
地
裁
弘
前

支
部
が
開
始
決
定
を
し
た
。
神
社
の
破
産
は
全
国
で
二
例
目
と
な
る
。
こ
の
東
照
宮
は
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
約
四

百
年
の
歴
史
を
有
し
、
本
殿
な
ど
は
貴
重
な
建
物
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
殿
が
建
つ
土
地
、
参
道
、
社
務
所
な
ど
は
第
三
者
が
所
有
し
て
お
り
、
地
域
住
民
の
間
で
は
、
「
今
後
ど
の
よ

う
に
な
る
の
か
」
と
い
う
歴
史
的
な
建
造
物
の
行
く
末
を
懸
念
す
る
声
が
高
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
地
域
住
民
の
声
と
し
て
、
国

や
地
方
自
治
体
が
国
重
要
文
化
財
を
守
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
声
も
高
ま
っ
て
い
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

今
回
、
破
産
手
続
き
の
開
始
が
決
定
さ
れ
た
弘
前
市
に
所
在
し
国
の
重
要
文
化
財
を
所
有
す
る
宗
教
法
人
東
照
宮
の
事
案

を
、
国
は
ど
の
よ
う
に
認
識
を
し
て
い
る
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

二

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
本
殿
以
外
は
第
三
者
が
所
有
し
て
い
る
が
、
今
後
競
売
等
で
所
有
権
移
転
に
な
っ

た
場
合
、
国
の
重
要
文
化
財
に
は
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
保
護
が
あ
る
た
め
、
新
た
な
所
有
者
が
こ
れ
ら
制
約
を
引
き
継

が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
非
現
実
的
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
が
、
国
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
野
田
内
閣
の

一



見
解
如
何
。

三

二
に
関
連
し
、
よ
っ
て
地
域
住
民
の
声
と
し
て
は
「
自
治
体
が
引
き
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
い
う
声
が
多
い
。
ま

た
、
本
殿
以
外
を
所
有
す
る
第
三
者
も
、
自
治
体
側
と
協
議
す
る
考
え
が
あ
る
と
地
元
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
意
向
を
示

し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
自
治
体
に
と
っ
て
は
財
政
的
に
大
き
な
負
担
と
な
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
国
と
し
て
財
政
的
な

支
援
も
含
め
、
何
ら
か
の
支
援
を
す
る
考
え
は
あ
る
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

四

こ
の
よ
う
な
事
例
が
発
生
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、
後
世
に
国
の
重
要
文
化
財
を
引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
も
、
国
の
重
要
文

化
財
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
抜
本
的
に
見
直
し
を
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


